
 

高齢者の定期予防接種（帯状疱疹及び肺炎球菌）における 

住民税非課税世帯の確認書類 
 
 
 

①後期高齢者医療資格確認書 ②令和８年度 市民税・県民税非課税証明書 市保健事業用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の書類で確認ができない方は、 

「令和８年度 市民税・県民税非課税証明書 市保健事業用」が 

必要です。 

（本庁資産税課、谷山支所税務課及び各支所市税窓口係で発行可能） 

 

※限度区分が「区Ⅱ」の方も非課税世帯である可能性があります。①の書類で確認が取れない場合は②の書類をご準備ください。 

 

 

※住民税非課税世帯に該当する方は、接種時に必ず、①または②の書類をご持参ください。 

【定期予防接種の問い合わせ先】 鹿児島市保健所 感染症対策課（電話：８０３－７０２３） 

有効期限が切れていないものに限ります 

所管課：長寿支援課 

区Ⅰ 

限度区分が「区Ⅰ」の方のみ

※ 


